
第４次草津市男女共同参画推進計画 施策体系対照表

後期計画策定に向けて

赤字：変更及び追加箇所

目標１．男女共同参画の意識づくり 目標１．男女共同参画の意識づくり

基本方針（１）意識啓発の推進 基本方針（１）意識啓発の推進

広報くさつ・市ホームページ等を通じた啓発 広報くさつ・市ホームページ等を通じた啓発

〇条例周知、意識啓発 〇条例基本理念等周知、意識啓発

講演会や講座等の開催による学習機会の提
供

講演会や講座等の開催による学習機会の提
供

〇学習機会の充実 〇小中高校や市民対象の学習機会の充実

男女共同参画に関する情報の収集・提供 男女共同参画に関する情報の収集・提供

〇市民の意識の変化把握 〇市民の意識の変化把握

〇世界・国・県の情報収集・提供、SDGｓ啓発 〇世界・国・県の情報収集・提供、SDGｓ啓発

〇図書等の適切な収集・整理、提供
〇図書等の適切な収集・整理、提供、男女共
同参画センターと連携し図書の展示等により
情報提供

男女共同参画の視点による表現媒体の点検 男女共同参画の視点による表現媒体の点検

〇広報くさつ等の点検 〇広報くさつ等の点検

〇屋外広告物の確認 〇屋外広告物の確認

基本方針（２）教育の充実 基本方針（２）教育の充実

男女の人権尊重や男女共同参画についての
教育の充実

男女の人権尊重や男女共同参画についての
教育の充実

〇小中学校の男女共同参画教育 〇小中学校の男女共同参画教育

〇キャリア教育推進 〇小中学校におけるキャリア教育推進

〇デートDV防止等学習機会提供
〇こどもの成長段階に応じたデートDV防止等
学習機会提供

性の多様性を踏まえた学校教育環境の点検・
改善

性の多様性を踏まえた学校教育環境の点検・
改善

〇学校教育環境・内容の点検・改善 〇学校教育環境・内容の点検・改善

教職員における男女共同参画に関する意識
の醸成

教職員における男女共同参画に関する意識
の醸成

〇男女共同参画研修、ハラスメント防止研修
〇男女共同参画研修、ハラスメント防止・児童
生徒対象性暴力防止に関する研修、情報提
供等

目標２．男女がともに自立して生きるための条件づくり 目標２．男女がともに自立して生きるための条件づくり

基本方針（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 基本方針（３）ワーク・ライフ・バランスの推進

働き方改革、ワーク・ライフ・バランスについて
の啓発、男性の育児休業等の取得の推進

働き方改革、ワーク・ライフ・バランスについて
の啓発、育児・介護休業等の取得の推進

〇働き方改革、ワーク・ライフ・バランス啓発
〇DXを活用した働き方改革、ワーク・ライフ・バ
ランス啓発

〇柔軟な働き方取組推進 〇柔軟な働き方取組推進

〇家事・育児・介護における男女の日常的な
分担についての意識啓発

〇男性の育児休業等の取得推進

子育て支援の充実 子育て支援の充実

〇児童育成クラブ、病児・病後児保育、ファミ
リー・サポート・センター等支援の充実

〇児童育成クラブ、病児・病後児保育、ファミ
リー・サポート・センター等支援の充実

〇認定こども園等の環境整備や定員確保 〇保育士の確保と施設整備

〇切れ目のない子育て支援 〇切れ目のない子育て支援

ひとり親家庭への支援 ひとり親家庭への支援

〇相談対応や児童扶養手当支給等、自立に
向けた支援

〇相談対応や児童扶養手当支給等、自立に
向けた支援

〇医療費の一部負担分の全部または一部助
成

〇医療費の一部負担分の全部または一部助
成による経済的負担軽減

高齢・障害者家庭への支援 高齢・障害者家庭への支援

〇高齢福祉サービスの適切な運用
〇高齢福祉サービスの適切な運用、サービス
周知・啓発

〇認知症の人を含む誰もが安心して暮らせる
地域づくり

〇認知症の人を含む誰もが安心して暮らせる
地域づくり

〇介護保険サービスの充実と制度の適切な運
用

〇介護保険サービスの充実と制度の適切な運
用、介護者の負担軽減、介護離職の減少

〇障害福祉サービスの充実と制度の適切な運
用

〇障害福祉サービスの充実と制度の適切な運
用、新たな事業所整備促進等のサービス量確
保

施策4 施策4

取組内容 取組内容

・育児介護休業法改正　男女ともに仕事

をしながら育児・介護の両立を図ること

が必要…基本方針(3)リード文に記載済

(資料6素案44P)

・ワークライフバランス推進や職場環境

づくりの継続した取り組みが必要…施策

8の取組内容に記載済

(資料6素案44P)

・生活の中での「仕事」「家庭生活」

「地域・個人の生活」の優先度につい

て、希望と現実の差が課題…施策8の取

組内容に記載済(資料6素案44P)

・男性の積極的家庭生活参加促進のため

に、男女がともに日常的に家事・育児・

介護を分担する意識の啓発が必要…施策

8の取組内容に記載済(資料6素案44P)

・育児や介護休業等の制度整備、男女問

わず制度を利用しやすい環境づくりが必

要…施策8の取組内容に追記(資料6素案

44P)

施策7

施策9 施策9

・社会状況等

・第４次草津市男女共同参画推進計画の目

標ごとの評価と課題

・「男女共同参画についてのアンケート」

調査結果からの現状と課題

取組内容 取組内容

施策3 施策3

取組内容 取組内容

施策1 施策1

取組内容 取組内容

施策2 施策2

・男女共同参画推進条例の内容周知、

性別役割分担意識など男女共同参画に

ついての意識啓発が必要…施策1の取組

内容に追記(資料6素案42P)

・「社会通念・慣習・しきたりなど」

で「男性が優遇されている」と考える

人の割合が高く意識啓発が必要…基本

方針(1)リード文に追記

(資料6素案42P)

取組内容 取組内容

施策7

基本方針（４）多様なライフスタイルに対応した子育て支援・
介護支援の充実

基本方針（４）多様なライフスタイルに対応した子育て支援・
介護支援の充実

〇育児・介護休業等の整備および利用しやす
い環境取組推進
特に男性の育児休業等の取得推進

取組内容 取組内容

施策8 施策8

取組内容

取組内容 取組内容

施策6 施策6

・性の多様性も含め教材の工夫等が必

要（男女共同参画教育）…基本方針(2)

リード文に追記(資料6素案43P)

・小学校段階からイメージできるよう

職業講話の充実が必要（キャリア教

育）…施策5の取組内容に追記

(資料6素案43P)

・デートDV防止教育等継続して取り組

む必要…施策5の取組内容に記載済

(資料6素案43P)

・教職員の男女共同参画やハラスメン

トの意識を高め、組織全体の文化や風

土改革が必要…施策7の取組内容に記載

済(資料6素案43P)

施策5 施策5

取組内容

・子育て支援や障害福祉サービスの充

実、高齢福祉サービスの周知・啓発、

継続した取り組みが必要…施策9~11の

取組内容に追記(資料6素案45P)

取組内容 取組内容

取組内容 取組内容

施策10 施策10

取組内容 取組内容

施策11 施策11

資料3

第4次計画体系 第4次計画後期計画体系(案)



赤字：変更及び追加箇所

目標３．男女がともに安心して暮らせる環境づくり 目標３．男女がともに安心して暮らせる環境づくり

　 基本方針（５）さまざまな課題・困難を抱える人々への支援 　

相談体制の充実（女性総合相談）と周知 相談支援の充実と周知

〇女性総合相談窓口の設置により困難女性の
相談支援
〇カウンセリング等の専門相談設置

〇女性専用カウンセリングや女性居場所づくり
により、困難女性が早期に相談窓口につなが
り、支援を受けることができるよう関係機関と連
携し取り組む（DV相談・男女共同参画相談）

〇相談時の託児検討
〇相談時の託児支援により相談しやすい環境
づくり

〇相談員資質向上のための研修機会充実 〇相談員資質向上のための研修機会充実

〇課題・困難を抱える女性が気軽に安心して
相談できる窓口周知

〇課題・困難を抱える方が気軽に安心して相
談できる窓口周知

〇困難問題を抱える高齢者を早期に把握、相
談につながれるよう関係機関と連携

〇悩みを抱えているこども・若者を対象に、相
談支援

〇妊娠期から子育て期までの相談や訪問、各
子育て支援施設での親子の居場所づくりを実
施し、保護者の不安解消、相談支援の充実

〇「人とくらしのサポートセンター」において、福
祉に関する総合的な相談を受け、関係機関と
連携した相談支援を行うとともに、各分野で対
応困難な複雑化・複合化した課題を抱える人
や世帯支援の総合調整を実施

DVの防止およびＤＶ被害者の自立に向けた
支援

DVの防止およびＤＶ被害の自立に向けた支
援

〇母子生活支援施設等の既存施設や制度を
活用し被害者保護

〇母子生活支援施設等の既存施設や制度を
活用し被害者保護

〇庁内外の関係窓口・機関と連携し相談及び
継続的支援

〇庁内外の関係窓口・機関と連携し相談及び
継続的支援

〇DV防止啓発 〇DV防止啓発

関係窓口・機関との連携強化 関係窓口・機関との連携強化

〇庁内外の関係窓口・機関と連携会議を行う
等連携の強化

〇庁内外の関係窓口・機関と連携会議を行う
等連携の強化

基本方針（６）性と健康の尊重 基本方針（６）性と健康の尊重

性を理解・尊重するための教育、啓発 性を理解・尊重するための教育、啓発

〇保護者等の理解の醸成、幼児期から性教
育、性・生殖や性感染症の正しい知識普及

〇保護者等の理解の醸成、幼児期から性教
育、性・生殖や性感染症の正しい知識普及

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ等性の理解・
尊重について啓発

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ等性の理解・
尊重について啓発

性を踏まえた健康づくりの支援 性を踏まえた健康づくりの支援

〇子宮頸がん・乳がん検診等の受診勧奨、性
を踏まえた健康づくりの相談・支援

〇子宮頸がん・乳がん検診等の受診勧奨、性
を踏まえた健康づくりの相談・支援

〇妊娠期から子育て期の切れ目のない支援 〇妊娠期から子育て期の切れ目のない支援

〇若い世代へプレコンセプションケアの観点を
踏まえた啓発

性暴力、ストーカー行為、セクハラ等の防止に
向けた啓発と相談

性暴力、ストーカー行為、セクハラ等の防止に
向けた啓発と相談

〇性暴力、ストーカー行為、セクハラ等の防止
啓発、関係機関と連携した相談対応

〇性暴力、ストーカー行為、セクハラ等の防止
啓発、関係機関と連携した相談対応

〇教職員等へセクハラ等に関する研修実施
〇教職員等へ性暴力やセクハラ等の正しい知
識を広めるため定期的な研修実施

性の多様性を踏まえた啓発や相談、環境づく
り

性の多様性を踏まえた啓発や相談、環境づく
り

〇LGBT等性的マイノリティに関する相談対応 〇性的マイノリティに関する相談対応

〇LGBT等性的マイノリティに対する理解が深
まるよう啓発

〇性的マイノリティに対する理解が深まるよう啓
発

〇LGBT等性的マイノリティに対する取組につ
いて精査、対応検討

〇国や県の動向を注視し性的マイノリティに対
する差別や偏見をなくす取組

〇草津市パートナーシップ宣誓制度を通して
性の多様性や性的マイノリティの方への理解
が深まり、パートナと安心して暮らせるよう取組

〇国や県の動向を注視し性的マイノリティに対
する差別や偏見をなくす取組として研修開催
や教材作成を推進

・子宮頸がん、乳がん検診の受診勧奨

等継続して取り組む必要…施策16の取

組内容に記載済(資料6素案49P)

・性暴力・ストーカー・セクハラ防止

啓発等継続して取り組む必要…施策17

の取組内容に記載済(資料6素案49P)

・LGBT理解増進法施行　性的指向およ

びジェンダーアイデンティティの多様

性に寛容な社会の実現が必要…施策18

の取組内容に記載済・追記

(資料6素案50P)

・草津市パートナーシップ宣誓制度開

始による性の多様性への理解促進…施

策18の取組内容に記載済・追記

(資料6素案50P)

・性の多様性を踏まえた啓発・相談等

継続して取り組む必要…施策18の取組

内容に記載済(資料6素案50P)

施策13 施策13

取組内容 取組内容

施策14 施策14

基本方針（５）さまざまな課題・困難を抱える人々への支援

施策12 施策12

取組内容 取組内容

・困難女性支援法施行　困難な問題を

抱える女性について、自立に向けて、

民間団体等の協働により早期から切れ

目なく支援が必要…施策12~14の取組

内容に記載済・追記

(資料6素案47~48P)

・セクシャリティを理由とした困難な

問題や経験の見聞きに対する支援とし

て、「気軽に相談できる窓口」が必要

…施策12の取組内容に記載済

(資料6素案47~48P)

・男女共同参画センター相談窓口の周

知が必要…施策12の取組内容に記載済

(資料6素案47~48P)

・困難な問題を抱える方と繋がれるよ

う継続して取り組む必要…施策12~14

の取組内容に記載済・追記

(資料6素案47~48P)

施策16 施策16

取組内容 取組内容

施策17 施策17

取組内容 取組内容

施策15 施策15

取組内容 取組内容

取組内容 取組内容

施策18 施策18

取組内容 取組内容

第4次計画体系 第4次計画後期計画体系(案)



赤字：変更及び追加箇所

目標４．男女がともにあらゆる分野に参画できる社会づくり 目標４．男女がともにあらゆる分野に参画できる社会づくり

基本方針（７）男女共同参画の地域づくり 基本方針（７）男女共同参画の地域づくり

コミュニティ活動における男女共同参画の促
進

コミュニティ活動における男女共同参画の促
進

〇まちづくり協議会、町内会等の地縁コミュニ
ティ、NPO、ボランティア活動等の男女共同参
画推進

〇まちづくり協議会、町内会等の地縁コミュニ
ティ、NPO、ボランティア活動等の男女共同参
画推進

〇地域のしきたりや慣習を見直すための啓発 〇地域のしきたりや慣習を見直すための啓発

地域防災における男女共同参画の推進  地域防災における男女共同参画の推進

〇自主防災組織における女性の参画推進 〇自主防災組織における女性の参画推進

〇避難所運営に際し、男女双方の視点による
適切な配慮、女性の運営参画を促す

〇避難所運営に際し、男女双方の視点による
適切な配慮、女性の運営参画を促す

 草津市立男女共同参画センターの運営 草津市立男女共同参画センターの運営

〇男女共同参画推進拠点として各種団体の男
女共同参画取組支援や交流促進、協働による
事業展開

〇男女共同参画推進拠点として各種団体の男
女共同参画取組支援や交流促進、協働による
事業展開

〇市民団体・キラリエ草津入居者団体と連携
し、交流の場や学習の場となるよう取り組む

基本方針（８）男性の家庭生活の参画促進 基本方針（８）男性の家庭生活の参画促進

男性の家事、育児、介護等への参画促進 男性の家事、育児、介護等への参画促進

〇男性の家事・育児・介護等への参画啓発 〇男性の家事・育児・介護等への参画啓発

〇男性の家事・育児・介護等の学習機会提供 〇男性の家事・育児・介護等の学習機会提供

基本方針（９）女性の活躍推進 基本方針（９）女性の活躍推進

女性の活躍推進に向けた気運の醸成 女性の活躍推進に向けた気運の醸成

〇女性活躍推進法に基づく一般事業主行動
計画の策定・推進に向けた働きかけ

〇女性活躍推進法に基づく一般事業主行動
計画の策定・推進に向けた働きかけ

〇女性活躍や働き方改革等に関する啓発 〇女性活躍や働き方改革等に関する啓発

〇多様で柔軟な働き方の実現に向け市民・事
業所へ啓発

〇多様で柔軟な働き方の実現に向け市民・事
業所へ啓発

女性の職業能力の開発と就業のための支援 女性の職業能力の開発と就業のための支援

〇就業や起業、キャリア形成支援
〇就業や起業、キャリア形成、リ・スキリング、
デジタルスキル習得支援

〇女性の就労相談に応じ、情報提供、関係機
関・窓口と連携した支援

〇女性の就労相談に応じ、情報提供、関係機
関・窓口と連携した支援

市民活動団体および女性リーダーの育成 市民活動団体および女性リーダーの育成

〇男女共同参画推進団体や女性リーダー育
成

〇男女共同参画推進団体や女性リーダー育
成

政策・方針決定の場への女性の参画促進 政策・方針決定の場への女性の参画促進

〇各審議会等の女性委員割合50%を目指し取
り組む

〇各審議会等の女性委員割合50%を目指し取
り組む

〇子育て中の女性の審議会等への参画促進
のため託児支援実施

〇子育て中の女性の審議会等への参画促進
のため託児支援実施

〇地域の各種団体の方針決定の場への女性
参画促進

〇地域の各種団体の方針決定の場への女性
参画促進

〇政治分野における女性参画推進の啓発
〇政治分野における女性参画推進や環境整
備の啓発

〇市の管理的地位にある女性職員割合の向
上を目指し取り組む

・地域活動等の男女共同参画促進の継

続した取り組みが必要…施策19,20の取

組内容に記載済(資料6素案51P)

・男女共同参画の拠点となるようセン

ターを周知・運営していく必要…施策

21の取組内容に記載済

(資料6素案51P)

・交流の場や学習会の場が求められて

いる…施策21の取組内容に追記

(資料6素案51P)

施策21 施策21

施策26

取組内容 取組内容

施策22 施策22

施策19 施策19

施策24 施策24

取組内容 取組内容

取組内容 取組内容

施策20 施策20

取組内容 取組内容

・男女が家事・育児・介護の分担が必

要…施策22の取組内容に記載済

(資料6素案52P)

・男性の家庭生活への参画促進につい

て継続した取り組みが必要…施策22の

取組内容に記載済(資料6素案52P)

取組内容 取組内容

施策23 施策23 ・女性活躍推進法の延長による女性活

躍推進についての取り組みが必要…施

策23、24の取組内容に記載済

(資料6素案53P)

・就業・起業支援、市の審議会等への

女性の参画促進について継続した取り

組みが必要…施策24,26の取組内容に記

載済(資料6素案53P)

・「政治分野」で「男性が優遇されて

いる」と考える人の割合が高く、政治

分野における女性の参画促進の啓発が

必要…施策26の取組内容に記載済・追

記(資料6素案53P)

・政治分野における男女共同参画推進

法の改正により政治分野において女性

が立候補や活動しやすい環境整備につ

いての啓発が必要…施策26の取組内容

に記載済・追記(資料6素案53P)

取組内容 取組内容

取組内容 取組内容

施策25 施策25

取組内容 取組内容

施策26

第4次計画体系 第4次計画後期計画体系(案)


